
川西市民間賃貸住宅住替補助要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、子育て住宅促進区域内において若年世帯及び子育て世帯が暮らしや

すい良質な住宅及び住環境の確保を支援するとともに、兵庫県外からの住替えを促し、若

年世帯及び子育て世帯の本市への転入及び定住並びに地域の活性化を促進することによ

り、持続可能で生活の質が高いまちづくりに資することを目的として、本市の子育て住宅

促進区域内に存する民間賃貸住宅（公営住宅を除く賃貸住宅をいう。以下同じ。）に若年

世帯及び子育て世帯が住み替える場合に要する費用の一部を補助するに当たり、川西市

補助金等交付規則（平成１６年川西市規則第４０号）その他法令に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

⑴ 子育て住宅促進区域 兵庫県が定める子育て住宅促進区域の指定等に関する要綱第

４条の規定により兵庫県知事が指定した本市内の区域をいう。

⑵ 若年世帯 夫婦（内縁関係（婚姻の届出をしていないが、婚姻に準ずる関係をいう。）、

同性婚（同性同士において社会観念上夫婦と同様であると認められる関係を形成する

者同士の関係をいう。）その他これらと同視するべき関係を含む。）の満年齢の合計が８

０歳以下であるもののみの世帯をいう。

⑶ 子育て世帯 １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子及びその

親を含む世帯員で構成される世帯をいう。

（補助対象住宅）

第３条 補助事業の対象となる民間賃貸住宅（以下「対象住宅」という。）は、次の各号に

掲げるすべての要件に該当するものでなければならない。

⑴ 本市の子育て住宅促進区域内にあること。

⑵ 第４条に規定する本件補助対象者が令和７年７月１日以降に賃貸借契約を締結した

ものであること。

⑶ 住戸面積（建物（区分所有建物（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第

６９号）第１条の建物をいう。）にあっては、専有部分）の住居部分に係る壁芯に囲ま

れた延べ面積をいう。）が５５平方メートル以上であること。

⑷ 昭和５６年５月３１日以前に着工された建築物にあっては、別表第１に定める耐震

基準を満たすもの又はその他の措置により当該建築物の居住者、利用者等の安全が確

保されるものとして、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条に規定する建築士

の確認を受けたものであること。

（補助対象者）



第４条 この要綱による補助（以下「本件補助」という。）を受けることができる者（以下

「本件補助対象者」という。）は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する世帯の構成員

とする。

⑴ 対象住宅の賃貸借契約を締結する前に、市が指定する方法による事前募集に応募す

ること。

⑵ 世帯の構成員のいずれかが、令和７年７月１日から令和８年３月３１日までの間に

兵庫県外から対象住宅に住み替え、かつ、当該住み替えた日（以下「住替日」という。）

から第７条の規定による補助金の交付を申請する日（以下「申請日」という。）まで当

該対象住宅に継続して居住していること。

⑶ 住替日において若年世帯若しくは子育て世帯であること又は住替日から１年以内に

若年世帯若しくは子育て世帯となった世帯であること。

⑷ 申請日から５年以上本市内に居住する意思を有していること。

⑸ 市区町村民税を滞納していないこと。

⑹ 本件補助対象者の世帯に属する全ての構成員が、川西市暴力団排除に関する条例（平

成２４年川西市条例第５号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定

する暴力団密接関係者でないこと。

⑺ 本件補助対象者の世帯に属する全ての構成員が、兵庫県移住支援事業の補助を受け

たことがないこと。

⑻ 本件補助対象者の世帯に属する全ての構成員が、過去にこの要綱に基づく補助を受

けたことがないこと。

（補助金の額）

第５条 本件補助に係る補助金（以下「本件補助金」という。）の額は、２５万円とする。

（補助金の交付件数）

第６条 本件補助金の交付件数は、予算の範囲内で市長が決定する。

（補助金交付申請）

第７条 本件補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金交

付申請書（第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて、住替日から１年を経過する

までの日又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならな

い。ただし、添付の必要がないと市長が認める場合は、この限りでない。

⑴ 住替後の世帯全員の住民票の写し（世帯主との続柄を記載したものに限る。）

⑵ 若年世帯のうち法律上の婚姻関係にない夫婦にあっては、婚姻に準ずる関係がある

ことがわかる書類

⑶ 妊娠による出産予定等の子のみの子育て世帯にあっては、妊娠その他の事実を証す

る書類

⑷ 対象住宅に係る賃貸借契約書の写し（第３条に掲げる要件に適合していることを確

認できる記載のあるものに限る。）



⑸ アンケート

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

２ 申請者は、本件補助金の交付を申請するときは、対象住宅に住み替えた後、市のホーム

ページ、広報誌その他の広報媒体に事例として掲載することにあらかじめ同意しなけれ

ばならない。

（交付の決定）

第８条 市長は、前条の規定による本件補助金の交付の申請を受けたときは、その内容を審

査し、交付又は不交付の決定を行うものとする。

２ 市長は、前項の決定について、補助金交付決定通知書（第２号様式）又は補助金不交付

決定通知書（第３号様式）により申請者に通知するものとする。

（補助金の交付）

第９条 前条第２項の規定による補助金交付決定通知書による本件補助金の交付決定を受

けた者（以下「交付決定者」という。）は、速やかに、補助金交付請求書（第４号様式）

により、本件補助金の交付を市長に請求しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による本件補助金の交付の請求を受けたときは、内容を審査の上、

その請求に係る本件補助金を交付決定者に交付するものとする。

（交付決定の取消し）

第１０条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、本件補助金の交付

決定を取り消すことができる。

⑴ 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

⑵ この要綱又は関係法令に違反したとき。

⑶ 前号のほか、市長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。

２ 市長は、前項の規定により本件補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定

取消通知書（第５号様式）により交付決定者に通知するものとする。

（補助金の返還）

第１１条 市長は、前条の規定により本件補助金の交付決定を取り消した場合において、既

に本件補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金返還請求書（第６号様式）

により、既に交付した補助金の全部の返還を同項の規定により交付決定を取り消された

者に求めるものとする。

（状況報告）

第１２条 補助事業者等は、市長が必要と認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、

市長に報告しなければならない。

（補則）

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

付 則



（施行期日）

１ この要綱は、令和７年７月１日から施行する。

付 則

（施行期日）

１ この改正は、令和８年４月１日から施行する。



別表第１（第３条第４号関係）

耐震診断区分 構造区分 耐震基準

⑴

国土交通省住宅局建築指導課監修「木造住宅の

耐震診断と補強方法」又は一般財団法人日本建

築防災協会発行「２０１２ 年改訂版 木造住宅

の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は

精密診断法

木造
上部構造評点が

１．０以上

⑵ 市町が実施する簡易耐震診断 木造
総合評点が１．０

以上

⑶

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄

骨造建築物の耐震診断指針」（１９９６年版、２

０１１ 年版）による耐震診断

鉄骨造
構 造 耐 震 指 標

(Is)が 0.6 以上

⑷

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄

筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定

める「第１次診断法」、「第２次診断法」又は「第

３次診断法」（２０１７ 年版）による耐震診断

鉄筋コンク

リート造 構 造 耐 震 指 標

(Is)を構造耐震

判定指標(Iso)で

除した値が１．０

以上⑸

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄

骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」

に定める「第１次診断法」、「第２次診断法」又

は「第３次診断法」（２００９年版）による耐震

診断

鉄骨鉄筋コ

ンクリート

造

⑹

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号）第３章第８節に規定する構造計算による耐

震診断

全ての構造

構造計算により

安全性が確かめ

られること。

⑺
上記⑴から⑹までに掲げる方法と同等と認めら

れる耐震診断
全ての構造

上記⑴から⑹ま

での耐震基準と

同等の耐震性を

有すると認めら

れること。


